
平成２７年度　就実大学大学院・就実大学・就実短期大学の中期目標・中期計画に基づく各部局年度計画及び実行計画と達成状況

学科名：薬学科 平成28年3月31日

平成２７年度計画 平成２７年度実行内容

（左欄の具体的な取組・実行内容に
基づいて計画する。さらに、新たな
取り組み等について計画実行する）

（平成２７年計画の具体的実行内容
を具体的に且つ定量的に記載する）

上段：中間報告
下段：最終報告

Ⅰ 大学ステークホルダーに対し
て提供するサービスその他の業務
の質の向上に関する目標を達成す
るためにとるべき措置

１ 教育に関する目標を達成する
ための措置

（１）教育内容及び教育の成果等
に関する目標を達成するための措
置
１）入学者の確保に関する具体的
方策

中間報告：①入学者確保の方針を入試
委員会で確認したが、１１１名の入学
者であった。改訂したディプロマポリ
シーに基づき、学修支援委員会、教授
会で学生養育方針を検討した。

△ △

最終報告：①入学書の確保の方針を入
試委員会で確認した。センター入試Ｂ
までで125名の入学予定者となってい
る。また、改訂したディプロマポリ
シーに基づき、学修支援委員会、教授
会で学生養育方針を検討した。

○ ○

【学士課程】
③入学者選抜制度（ＡＯ入試、推
薦入試、特別推薦入試、センター
試験利用入試、学力試験入試、３
年次等編入試験）を検証し、継続
的に入学者選抜方法を改善する。

中間報告：③-①改訂したアドミッ
ションポリシーをＨＰに記載し、オー
プンキャンパス等で高校や受験生へ周
知した。

◎ ◎

最終報告：　同上
◎ ◎

中間報告：自己推薦及び後期入試を廃
止し、一般推薦入試及び前期入試にお
ける入学者選抜制度を実施した。 ◎ ◎

最終報告：　同上
◎ ◎

部局名（学部又は事務部）： 薬学部・医療薬学研究科

中　期　計　画
中期計画期間中の具体的な取

組・実行内容

　部局および学科における２７年度計画と実行計画

①ディプロマポリシーを十分に達
成できる有能な人材確保を明確化
し、受験生に周知徹底する。

➀学生募集内容の再検討や広報
紙へディプロマポリシーを分か
り易く反映する。各学部や学科
紹介記事の精査を行う。

①平成27年度より改訂した３ポリ
シーによる学生募集内容の見直しと
周知徹底。学部や学科紹介を掲載す
る範囲を拡大する。

①受験者数を昨年度の１０％増、及
び定員の充足を目標として、在学期
間中に「学生が何を学んで、どのよ
うなことができるようになるか」な
どディプロマポリシーに基づいて具
体的な学生養成方針の記載内容の見
直しを行う。学部学科紹介記事を公
式な広報以外に塾や個別に関連する

機関等に広げる。

➂－➀本学のアドミッションポ
リシーの再検討を行う。

③-①平成27年度より改訂した３ポ
リシーによる学生募集内容の見直し
と周知徹底。学部や学科紹介を掲載
する範囲を拡大する。

③-①各入試区分における入学者の受
け入れ方針を明確にし、広報誌への記
載と高校や受験生への周知徹底を図
る。

③-②薬学系人材養成大学として質の
高い入学者を確保するため、入学者選
抜制度を見直す。

一般推薦入試及び前期入試における
入学者選別制度を再検討する。

➂－➁アドミッションポリシー
に対応した入学者選抜制度を遵
守し、質の高い学生を入学させ
る。

学長
評価

担当
者

評価
計画達成状況



中間報告：自己推薦及び後期入試を廃
止し、一般推薦入試及び前期入試にお
ける入学者選抜制度を実施した。 ◎ ◎

最終報告：　同上
◎ ◎

【大学院課程】
中間報告：1～6年次生を対象に6月と
12月に大学院説明会を開催した。

○ ○

最終報告：2月22日開催の学位審査公
開発表会の案内を、1～6年生に掲示し
参加を促した。26名の学生が参加し
た。

◎ ◎

中間報告：今年度終了予定者3名が
揃って学位審査意思表示を行った。専
門職業人としてのレベルアップが達成
できたと思われる。

◎ ◎

最終報告：修了予定者3名共に学位論
文審査および公開発表最終試験に合格
し、学位授与が医療薬学研究科におい
て承認された。

◎ ◎

中間報告：今年度も学部と共に、地域
連携教育講座を5回開催した。 ◎ ◎

最終報告：　同上
◎ ◎

２）教育課程に関する具体的方策
【学士課程】
①多様な入学者選抜制度に対応し
て、リメディアル教育、高大連携
による入学前教育や初年次教育を
充実するとともに、学生の学部学
科間移動などを含めて、柔軟な教
育体制を整備する。

中間報告：①-①ＤＶＤを用いた入学
前準備教育を実施した。また、入学後
教育として学修支援委員会による２回
のプレイスメントテスト、低学力者を
対象にリメディアル教育、高大連携授
業（化学）を実施した。

◎ ◎

最終報告：　同上
◎ ◎

③－③ＡＯ入試、推薦入試、特
別推薦入試における試験方法
（入学試験作成方法、面接試験
方法等）について検討する。

③-③薬学系人材養成大学として質の
高い入学者を確保するため、入学者選
抜制度を見直す。

一般推薦入試及び前期入試における
入学者選別制度を再検討する。

⑥大学院教育機能として、社会人
の学び直し教育（リカレント教
育）や社会人生涯教育に関する検
討を行う。

⑥大学院授業科目に、リカレン
ト教育や社会人生涯教育に関し
ての具体的内容の検討と運用方
法を整備する。

すでに毎年5回開催している地域連
携教育講座を学部と共に運営してい
く。

地域連携教育講座の内容および講師
選定など年間計画立案に関与する。

➀－➀学生の基礎力に応じた補
習学修や高大連携による入試前
教育を連携高校との間で実施す
る。

①-①入学前教育により、高校で未修得
科目や苦手科目の通信教育を充実す
る。また、入学後のプレイスメントテスト
の実施や高大連携授業による低学力者
へのケアを行う。

①-①入学前セミナーや映像授業による
入学前教育を充実する。また、入学後
教育としてプレイスメントテストの実施
し、低学力者を対象にリメディアル教
育、高大連携授業を実施する。学修支
援委員会を中心に対策支援活動を推
進する。

④大学院修了時の高度専門職業人
としての学力や社会人適応力及び
大学院における教育効果を総合的
に検証し、継続的に入学者選抜方
法を改善する。

➃大学院卒業後と入学前教育に
関するエンロールメント・マネ
ジメントを整備・推進する。

大学院入学者の定員確保のための方
策を講じる。

大学院進学が、在校生の進路決定時
の選択肢となるよう、低学年時から
大学院進学のメリットについての情
報提供を密に行う。大学院オープン
ラボを開催する。継続的に1～6年次
生に対して大学院説明会を開催す
る。

➄専門職職業人養成のため、学部
課程を含む６年一貫教育を検討
し、その具体化を図る。

➄専門職職業人養成に特化した
高度な教育の実施を検討し、そ
の実施体制を整備する。

薬剤師としての専門職業人養成に特
化した高度な教育を実践する。

現在の入学者は、全員薬剤師として
勤務している社会人である。専門職
業人としてのレベルアップのための
教育研究を実践していく。



中間報告：②１年次生に対して新薬学
教育モデル・コアカリキュラムに準拠
した教育プログラムを実施している。

◎ ◎

最終報告：②１年次生に対して新薬学
教育モデル・コアカリキュラムに準拠
した教育プログラムを実施した。

◎ ◎

中間報告：③学修支援室及び学修支援
委員会により教養教育のサポートを実
施した。 ○ ○

最終報告：③1年間にわたり学修支援
室及び学修支援委員会により教養教育
のサポートを実施した。 ◎ ◎

中間報告：④「薬学への招待」、「初
年次ゼミナール」、「サイエンスコ
ミュケーション」及び「対話演習」等
の初年次教育でアクティブラーニング
授業を実施し、大学での学び方や、コ
ミュニケーション能力、自己表現能力
を身に付けるための実践的授業を行っ
た。また、４月の入学生研修旅行で、
広島県の湧永製薬研究所を見学した。

◎ ◎

最終報告：　同上
◎ ◎

➄多様な学生のニーズに対応して
大学の存在意義の充実を図る目的
から、授業科目の整理・統合等で
教育課程の体系化と教員担当科目
の専門以外の科目担当を進め、教
員の多様化を図る。

中間報告：⑤-①専門外の基礎科目に
ついて１〜２人で対応している。

○ ○

最終報告：⑤-①専門外の基礎科目に
ついて１〜２人で対応した。 ○ ○

中間報告：⑤-②「薬学への招待」、
「初年次ゼミナール」、「サイエンス
コミュケーション」及び「対話演習」
においてSGDやポスター発表を行っ
た。

◎ ◎

最終報告：　同上
◎ ◎

➃初年次教育の重要性に鑑み、本
学独特の初年次教育プログラムと
実施体制を整備する。

④教養教育の一環として、全学
共通の初年次教育プログラムを
開発し、学生の勉学手法改善と
アカデミックスキル修得や自校
教育等を徹底する。関連して、
入学直後の合宿オリエンテー
ションを見直し、再検討する。

④全学共通の初年次教育と学部独自
の初年次教育の連携を図る。また、
入学直後の学外研修旅行を充実させ
る。

④大学での学び方や、コミュニケー
ション能力、自己表現能力を身に付
けるための実践的授業を充実する。
また、製薬企業等薬学部生としてモ
チベーションを高める研修先を選定
する。

➄－①教員の担当専門科目を縮
減し、専門外教育も担当する教
員活動の多様化を実行する。

⑤-①教養科目および専門科目につ
いて、専門外の科目を担当すること
により教員活動の多様化を図る。

⑤-①専門外の基礎科目について複
数の教員で担当する。

➁プログラムとしての学士課程教
育の再検討を学部・学科で行い、
教養教育と専門教育の順次性を明
確にする、カリキュラムマップや
ツリーを全学部（学科）で制作
し、体系的な教育を行う。

②学士力の向上を意図して、教
員中心の授業科目の編成から
ディプロマポリシーに基づいた
教育プログラムとしての学士課
程教育を総合的に再検討するな
かで、教養教育と専門教育の意
義の再検討とその接続性や順次
性を明確にした、体系的な教育
課程を構築する。具体的には、
学部・学科に応じたカリキュラ
ムマップやツリーを作成して、
教科間の接続性の可視化を行
い、体系的な教育を実施する。

②平成27年度新薬学教育モデル・コ
アカリキュラムに準拠して構築され
た体系的な教育プログラムの実施。

②平成27年度新薬学教育モデル・コ
アカリキュラムに準拠して作製され
たカリキュラムマップ、カリキュラ
ムツリーに対応した教育プログラム
を実施する。

➂就実大学高等教育開発センター
内に教養教育検討WGを設けて、全
学出動体制のもとで、教養教育の
充実プログラムの作成とその実行
を行う。

③全学共通である教養教育の重
要性に鑑み、教養教育検討WG
（仮称）を設置し、本学の教養
教育の再構築を行う。教養教育
の目標を達成するため、全学の
人的資源を最大限活用した教養
教育プログラムを開発し、実施
する。

③学部内に設置した「学修支援室」
の活動内容を明確にし、教養教育改
革を推進する。

③平成27年度カリキュラム改訂に伴
い変更となった教養教育担当者と学
修支援室による教養教育サポートの
実施。

⑤－②高水準の学生を育成する
ためのプログラムの充実

⑤-②高水準学生が低水準学生を教
えることで能力を高める体制を推進
する。

⑤-②学生同士がグループ学習によ
るアクティブラーニングを行う機会
を提供する。



中間報告：発達障害や精神的ストレス
による学修障害に対して、担任及び学
年主任が状況を把握し、カウンセリン
グや保護者との連携で支援している。 ○ ○

最終報告：発達障害や精神的ストレス
による学修障害に対して、担任及び学
年主任が状況を把握し、カウンセリン
グや保護者との連携で支援した。

○ ○

【大学院課程】
中間報告：博士課程の研究に有用かつ
実践的な内容となるように心がけた。

○ ○

最終報告：　同上

○ ○

中間報告：岡山大学病院、津山中央病
院ばかりでなく、岡山医療センターと
の共同研究も開始した。

◎ ◎

最終報告：連携協定施設との共同研究
においては、大学院生と共に複数の教
員が関与している。 ◎ ◎

３）優れた教員の確保に関する具
体的方策

中間報告：教員人事公募において
「国際的な活動に積極的であること
が望ましい」の文言が記載されてい
る。

○ ○

最終報告：教員人事公募において
「国際的な活動に積極的であるこ
とが望ましい」の文言が記載され
ており、昇任人事においても英語
論文数が評価された。

○ ○

➅専門職業人育成の観点から、６
年制一貫教育システムとして柔軟
なコース制の検討と実行する。

➅大学院課程の教育は、学士課
程カリキュラムと有機的に連携
し、学部から大学院までを考慮
した継続性のあるカリキュラム
の再編整備を行う。なお、カリ
キュラムの再編は、各大学院や
専攻分野の急速な進歩や研究の
進展そして国際化に迅速に対応
可能なものとする。

大学院の完成年度を迎え、学士課程
カリキュラムと有機的に連携し、高
度専門職業人養成のためのカリキュ
ラム編成を目指す。

博士課程における研究に有用かつ実
践的なカリキュラム編成となるよう
に心がける。また、臨床現場に
フィードバック可能な内容とする。

➆博士後期課程の学生の研究は、
研究科間や専攻間での学問領域を
横断的に融合した研究プロジェク
トへ自由に参加できる体制に整備
する。

➆教員の研究力向上の観点から
も、複数の教員が学際的な研究
（インターディシプリナリー・
リサーチ）課題を博士後期課程
の学生と共有できるシステムを
構築する。大学院でのコース
ワーク型の授業も取り入れる。

連携協定病院との学際的な研究を実
施する。

岡山大学病院小児科との新規医薬品
開発に向けた共同研究を開始する。
津山中央病院の患者データを用いた
抗MRSA薬バンコマイシンに関する薬
剤疫学研究を実施する。

⑤－③障がい学生の支援教育、
学部の移動等を含む教育上の配
慮の実施

⑤-③障がい学生に対する支援体制
について、担任制度や学生主任制度
を強化する。

⑤-③障がい学生の保護者とも連絡
を取りながら、大学生活や学修支援
に取り組む。

➀グローバルな人材育成の観点か
ら、国際的に活躍できる教職員を
積極的に受け入れる体制や制度を
整備する。

➀優れた教員採用基準として、
博士の学位を有し、国際活動に
興味を持ち、授業を英語で実施
できる人材の登用を目指す。

①教員人事公募において「国際的な
活動」に関する文言を入れる。

①教員人事選考の際に、英語論文の
執筆があるかを採用の基準とする。



中間報告：②学部内ＦＤ委員会が中心
となって、前後期に教員相互の授業参
観を実施した。また、前期にＦＤ委員
会による薬学部独自のＦＤ研修会を実
施した。

○

◎

最終報告：②学部内ＦＤ委員会が中心
となって、前後期に教員相互の授業参
観を実施した。また、前（8.25）後期
（3.7）にＦＤ委員会による薬学部独
自のＦＤ研修会を実施した。

◎ ◎

➂学内FD活動を通じて、組織的教
育体制・システムの構築とその実
質化を目指す。

中間報告：②学部内ＦＤ委員会が中心
となって、前後期に教員相互の授業参
観を実施した。また、前期にＦＤ委員
会による薬学部独自のＦＤ研修会を実
施した。

○

◎

最終報告：②学部内ＦＤ委員会が中心
となって、前後期に教員相互の授業参
観を実施した。また、前（8.25）後期
（3.7）にＦＤ委員会による薬学部独
自のＦＤ研修会を実施した。

◎ ◎

中間報告：③-②自己点検・評価・改
善委員会により、改正された教員業績
評価システムを導入して自己点検を行
う。

○ ○

最終報告：③-②自己点検・評価・改
善委員会により、改正された教員業績
評価システムを導入して自己点検を
行った。

◎ ◎

４）教育の質の向上及び改善に関
する具体的方策
➀全教科についてアクティブラー
ニング授業を推進するための課題
の抽出やその解決策を見いだし、
就実大学の教育の質の転換と保証
を実施する。

中間報告：①アクティブラーニング手
法の導入については、ＦＤ研修会等を
通じて、各自で導入している。外部講
師によるＯＢＥ評価研修を行った。
「学修支援室」の充実を図る。

△ △

最終報告：①アクティブラーニング手
法の導入については、ＦＤ研修会等を
通じて、各自で導入している。外部講
師によるＯＢＥ評価研修を行った。
「学修支援室」の充実を図った。

△ △

➁高等教育開発センター（仮称）
を学内に設置し、教員教育力の向
上や授業改善等を推進する。

➁高等教育開発センターを設け
て、教育力改善や学生学修力向
上に向けての政策の立案や実行
を目指す。学外の同様の組織と
の連携による、活動の活性化を
目指す。

②学部内に設置した「学修支援室」
と本学「教育開発センター」との連
携を図る。

②「学修支援室」、学部内ＦＤ委員会が
中心となり、職員教育力の向上や授業
改善等を検討する。

➂－①学内FD活動の実質化を目
指し、学生FD組織を立ち上げ教
育の質の改善を推進する。

③-①学部内ＦＤの強化、及び学生
ＦＤ組織を立ち上げ組織的教育支援
体制を構築する。

③-①学内ＦＤ、学生ＦＤ及び学修
支援委員会により教育の質の向上を
図る。

③－②「努力するものが報われ
る」ことをシステム化する。そ
のため現状の教員業績評価シス
テムを質的深化を図り発展させ
る。関連して教員の質向上を図
るとともに、職員の業績評価シ
ステムを導入し、教職協働によ
り教員と職員が相互に補完し合
い、教育の質確保と向上に資す
る。

③-②改正された教員業績評価シス
テムを導入し、研究及び教育の質確
保と向上を図る。

③-②改正された教員業績評価シス
テムの導入により、自己点検を行
い、研究、教育両面において更なる
向上を図る。

➀教育の質転換のため、カリ
キュラムポリシーに基づいて全
教科に能動的学修（アクティブ
ラーニング）手法を取り入れた
授業を実施する。具体的なアク
ティブラーニング手法の開発や
運用は、アクティブラーニング
検討WGが行う。

①社会的養成を踏まえた薬学系人材
養成を実践するために改訂したカリ
キュラムポリシーに沿って、能動的
学修法による教育の質の転換を図
る。

①カリキュラムポリシーに基づく教
育プログラムにおいて、アクティブ
ラーニング手法の充実を図る。ま
た、「学修支援室」、学部内ＦＤ委
員会を中心に薬学教育の開発におい
てアクティブラーニングの開発を検
討する。



➁授業シラバスの作成者や内容の
再検討を実施し、学生の学びにシ
ラバスがなくてはならないものと
する。シラバス内容の第三者評価
を行う。

中間報告：②シラバス作成について
は、モデルコアカリＳＢＯやカリキュ
ラム・ポリシーとの整合性を取ってい
るか確認している。シラバスとカリ
キュラム・ポリシーとの整合性を図
る。

◎ ◎

最終報告：②シラバス作成について
は、モデルコアカリＳＢＯやカリキュ
ラム・ポリシーとの整合性を取ってい
るか確認している。シラバスとカリ
キュラム・ポリシーとの整合性を図っ
た。

◎ ◎

中間報告：③薬学教育第三者評価で自
己点検評価を行った。 ○ ○

最終報告：③平成26年度薬学教育第三
者評価において指摘された事項につい
て自己点検・評価・改善委員会におい
て改善策を検討した。

◎ ◎

中間報告：前後期に教員相互の授業参
観を実施した。 ○ ○

最終報告：同上
◎ ◎

中間報告：今年度3名の学生が博士課
程修了予定であり、順調に博士課程論
文審査の体制が整備されている。

◎ ◎

最終報告：学位授与に至るまでのプロ
セスに必要な資料・様式を整備し、学
位論文審査から公開発表最終試験の体
制を構築することができた。

◎ ◎

➃大学院教育においては、高度専
門職業人等の養成の観点から実社
会の最先端の知識等を取り入れた
授業や学際的な内容を加味した体
系的な教育を実施する。さらに、
専門職学位に関しては、体系的な
授業形態による着実な汎用力を有
する実学指向とする。

➃高度専門職業人養成の立場か
ら、大学院授業にコースワーク
などを取り入れた体系的な授業
を推進する。また、専門職学位
は質の保証ができる体制や内容
で実施する。

大学院設置の完成年度を迎え、学位
審査の体制を整備する。

博士課程修了要件、単位認定、博士
論文の提出方法および審査体制等に
ついて整備する。

➂ディプロマポリシーに基づいた
教育の質保証は、自己点検委員会
による検証と大学基準協会等の第
三者評価により行い、その評価よ
り教育の改善等を実施する。

➂－➁教育の質の改善などに向
けて、同僚の授業参観や評価制
度を導入する。

③-②教員相互の授業参観を実施す
る。

➁学生の授業のために学修達成
度目標を明確にし、主体的に事
前の準備や事後の展開などで十
分な学修時間が確保できる基本
となる授業計画（シラバス）の
充実を行う。シラバスは該当分
野の複数の教員で作成し、その
内容に関して外部識者の評価を
受ける。定期的に、学生の学修
時間の調査を実施し、シラバス
作成に反映させる。なお、シラ
バスには、具体的な標準学修時
間の目安を示す。

②授業計画（シラバス）は学生との
契約書であり、授業に対する教員の
目標と学生の到達目標を明記して、
学部の教育目標やカリキュラムマッ
プとの整合性を図る。

②シラバス作成について、カリキュ
ラム改革ワーキングや教務関連委員
会で検討し、学部内での統一を図
り、学生の学修計画や到達目標が円
滑に行えるよう充実を図る。

➂－➀教育の質の保証は、教職
員に課せられた重要な責務であ
ることから、真摯な姿勢で自己
点検や第三者評価により得た知
見を効果的な改善につなげる。
自己評価制度システムの再構築
を行う。

③-①自己点検評価を実施して、効
果的な教育への改善、質の保証に繋
げる。

③教員相互の授業参観や自己点検評
価を毎年実施して、教育への取り組
み改善を図る。



５）成績評価に関する具体的方策

中間報告：①前・後期終了前に、基
礎・応用・臨床連携教育の強化を図
るために、各教育研究分野のチーフ
会による成績精査、検討対策を行
う。
卒業関連委員会を中心に、卒業試験
問題の難易度や内容の適正化とブ
ラッシュアップを行う。
卒業判定委員会を立ち上げ、卒業本
試験と再試験判定の厳正化を行う。

◎ ◎

最終報告：①前・後期終了前に、
基礎・応用・臨床連携教育の強化
を図るために、各教育研究分野の
チーフ会による成績精査、検討対
策を行った。
卒業関連委員会を中心に、卒業試
験問題の難易度や内容の適正化と
ブラッシュアップを行った。
卒業判定委員会を立ち上げ、卒業
本試験と再試験判定の厳正化を
行った。

◎ ◎

➁入学試験と入学後の成績の追跡
調査、卒業時の成績、産業界等が
求める学生能力のアンケート調査
等を活用して、教育効果を適切に
評価するための方法等を改善・開
発する。

➁学生の成績の追跡調査などを実
施し、教育改善の根拠とし、教育の
質の向上を、教育効果を最善とす
る。
具体的には、在学生の個人情報に
ついて、入試時の区分・在学中の
成績状況・卒業修了後の進路状況
などを一貫して管理できるシステム
の構築を検討する。

②入試区分ごとに入学試験と入学後
の成績、卒業時の成績、共用試験や
国家試験の合格状況などの追跡調査
により、成績管理システムの構築を
検討する。

②学修支援委員会を中心に、学修到
達度を一貫して管理できるシステム
を構築し、成績向上に繋げる。

中間報告：②学生の入学後の学修到達
度を、入試課及び教務課からのデータ
を入手して、一元的に管理する。初年
次においては成績下位者にリメディア
ル教育として「リメディアルサイエン
ス」を開講し実施した。また、各学年
終了時に「学年別実力テスト」を実施
し学修到達度を確認している。

○

◎

最終報告：②学生の入学後の学修到達
度を、入試課及び教務課からのデータ
を入手して、一元的に管理した。初年
次においては成績下位者にリメディア
ル教育として「リメディアルサイエン
ス」「高大連携授業（化学）」を開講
し実施した。また、各学年終了時に
「学年別実力テスト」を実施し学修到
達度を確認した。

○

○

中間報告：③-①ＧＰＡ制度を取り入
れた総合力から学生の成績を評価し、
仮進級制度を導入した。平成２７年度
薬学教育モデル･カリキュラム改訂に
伴い進級要件及び卒業要件を見直し
た。

○

◎

最終報告：同上 ○
◎

➀全ての授業科目について履修者
が到達すべき学修目標と成績評価
基準をシラバスなどで公表し、学
修到達度に対する厳格な成績評価
を徹底する。

➀全教科科目に対して、厳格な
成績評価を実施するシステムと
制度を構築し、学生学修力の向
上と教育の質の改善を図る。

①全教科科目に対して、厳格な成績
評価を実施するシステムと制度を構
築し、学生の学修力の向上と教育の
質の改善を図る。また、卒業特別講
義の充実と、卒業試験制度の点検、
改善を行う。

①基礎・応用・臨床連携教育の強化
を図るために、各教育研究分野の
チーフ会による成績精査、検討対策
を行う。また、卒業特別講義の分
野、科目、担当コマ数などを再検討
し、卒業試験問題の難易度や内容の
適正化とブラッシュアップを徹底す
る。更に、卒業本試験判定と再試験
判定の厳正化と適切な判定を行う。

➂成績評価の共通性の観点から
GPA制度を取り入れ、また授業形
態に応じてルーブリックやパ
フォーマンス評価などの多様な評
価法を検討し、可能な内容から実
施する。

➂－➀厳正かつ多様な教育評価
法を見いだし、教育の質向上に
資する。

③-①平成27年度新薬学教育モデル･
コアカリキュラムに伴い改訂したカ
リキュラムに従い教育を実施する。
また、厳正かつ多面的な成績評価を
行うために、GPA制度を取り入れた
成績評価システムを構築する。

③-①従来のS,A,B,C,Dによる各科目
の段階的評価に加え、GPA制度を取
り入れた総合力から学生の成績を評
価する。また、新しく改訂した進級
要件及び卒業要件について検討す
る。



中間報告：③-②各学年終了時に「学
年別実力テスト」を実施し学修到達度
を確認しする。下位者については担任
より個別指導し留年率の低下を図る。
仮進級の適応を検討する。

○

△

最終報告：③-②各学年終了時に「学
年別実力テスト」を実施し学修到達度
を確認した。下位者については担任よ
り個別指導し留年率の低下を図った。
仮進級の適応を検討し適用した。

○
○

（２）教育の実施体制等に関する
目標を達成するための措置 　

１）教職員配置に関する具体的方
策

中間報告：①平成２７年度より教員組
織を改組し、小講座制が取れる研究室
から体制を整え、今年度の人事募集に
も反映させ新しく助教３名を採用し
た。また、来年度２名の助教を採用す
る予定。

○

◎

最終報告：①平成２７年度より教員組
織を改組し、小講座制が取れる研究室
から体制を整え、今年度の人事募集に
も反映させ新しく助教３名を採用し
た。また、来年度２名の助教を採用す
るため人事委員会を開き審査・決定し
た。

○

◎

中間報告：②学修支援室及び学修支援
委員会を中心に構築を検討している。

△

○

最終報告：②学修支援室及び学修支援
委員会を中心に構築を検討中。

△

➀教員教育力を向上させる手法の
開発などを実行できる教職員組織
を設置し、その成果を十分に全学
教職員に展開できる制度システム
を整備する。さらに、教職員部局
間異動ができる制度を整備する。

➀就実大学高等教育開発センター
内に、教育を先駆的にリードする教
職員組織を設置し、その提言をもと
に教員の教育力の多様化や改善
ができるシステムを構築する。ま
た、教育・学生支援体制の更なる
充実のため、教職員の資質向上を
図るとともに、教職員配置を戦略的
に行う。

①学部内に設置した学修支援室と本
学高等教育開発センターとの連携を
図る。更に、新薬学教育モデル・コ
アカリキュラムに対応した教員配置
を戦略的に行う。

①教員の教育研究指向に基づいて、
教育研究が円滑に行えるよう教職員
配置を大講座制から小講座制への移
行を継続する。

➁多様な教育の実施に向けての教
員配置転換や教職員採用に関する
制度やシステムを整備する。

➁教養教育の更なる進展、リメ
ディアル教育、初年次教育、リ
カレント教育や資格取得教育な
どへの対応を可能とする教職員
体制を整備する（就実大学高等
教育開発センター内）。

②学部内に設置した学修支援室及び
学修支援委員会によりの協働によ
り、教養及び専門教育の充実を図
る。

②学修支援室及び学修支援委員会に
よる教育改善や学修支援体制を構築
する。

➂－➁学生の留年率や退学率の
低減に向けての部局での方策の
検討・実施を推進する。５年以
内で学部の退学率１％以下、留
年率５％以下を目標とする。

③-②学生の留年率や退学率の低減
に向けた対策、システムの見直しを
行い、学生の留年率や退学率の低下
に努力する。

③-②現在、低学力者が入学、在学
している現状から急激な低減は困難
であり、平成27年度は退学率5％以
下、留年率15％以下を目標とし、入
学者の質を向上させることにより、
5年以内に退学率1％以下、留年率
5％以下を目指す。また、GPA上位者
に対する仮進級制度の充実を図る。



２）教育環境に関する具体的方策

中間報告：①昨年度施設利用ワーキン
グにより学部内の共有スペースの利用
を検討し、本年度より実施している。
６年生を対象として成績下位者に基礎
科目（物理・化学・生物・薬理）の補
講を実施した。

◎

◎

最終報告：同上
◎ ◎

中間報告：②共用試験、国家試験対策
のため、期間限定で休日の学生証によ
る入退館システムを導入した。
図書室などの学部施設利用時間を22時
までに延長し、大学内での自学自修の
時間帯を増やした。

△ ○

最終報告：同上
△ △

中間報告：③教員が演習問題作成のた
め、また、学生が自主学習に使用して
いる。
年度末に実施している「学年別実力テ
スト」、「国試対策実力テスト」にも
使用している。

○ ○

最終報告：③教員が演習問題作成のた
め、また、学生が自主学習に使用して
いる。
年度末に実施している「学年別実力テ
スト」、「国試対策実力テスト」にも
使用した。

○ ○

１）教育の質の向上に関する具体
的方策

中間報告：①学部内ＦＤ委員会が中心
となって、前後期に教員相互の授業参
観を実施した。また、前期にＦＤ委員
会による薬学部独自のＦＤ研修会を実
施した。後期の実施も予定している。

○ ○

最終報告：①学部内ＦＤ委員会が中心
となって、前後期に教員相互の授業参
観 を 実 施 し た 。 ま た 、 前 期
(8.25.2015)及び後期(3.7.2016)にＦ
Ｄ委員会による薬学部独自のＦＤ研修
会を実施した。

◎ ◎

中間報告：②「薬学への招待」や「対
話演習」などの初年次教育でＳＡを活
用した。 ○ ◎

最終報告：同上
○ ◎

➂教育効果をあげるための多様な
手段の導入と情報ネットワークを
利用した教育システムへの展開も
実施し、キャンパス外教育を推進
する。

➂教育効果をあげるため、授業
形態に対応してe-ラーニングシ

ステムやクリッカー、ICTを活
用した双方向型授業システム等
の導入試行など、情報ネット
ワークを通じた先進教育システ
ムを展開し、さらに遠隔教育や
オンデマンド型教育も視野に入
れる。

③学生の自学自修のために、昨年度
導入した試験・演習問題補助システ
ムを活用し、教育効果を挙げる。

③CBT、国家試験形式問題をプール
した薬学ゼミナールのデータベース
を導入し学内ランやWeb上で学生が
いつでも自主学修できる環境を整え
た。このシステムを使用して演習問
題を作成し、講義及び模擬試験に利
用する。

➀多様な授業評価により、多面的
に教育の質の改善を行うシステム
の開発を実施し、高い教育力を有
する教員の顕彰制度を整備する。

➀学生の授業評価、教員相互の
授業評価、第三者授業評価など
を通じて、授業内容や教育方法
の改善・向上のPDCAサイクルの
推進と教育改善に対する高いイ
ンセンティブを引き出すように
する（高等教育開発センターや
学園理事長戦略室）。高い教育
効果をあげた優秀な教員への教
育顕彰制度を創設する。

①学生の授業評価、教員相互の授業
評価などを通じて、授業内容や教育
方法の改善・向上を推進する。

①学部内の学修支援室、学修支援委
員会及びＦＤ委員会により、授業内
容や教育方法の改善・向上を図る。

➀学生の学修環境改善に向けて、
ソフト・ハードの両面で新たな取
り組みを検討し、実行する。特
に、図書館の改革や校舎・教室の
改善などを実施する。

➀学生の自学自修を推進するた
め、図書館にグループ学修可能
なアクティブラーニングルーム
など多目的室を設けるととも
に、図書館の開館時間を大幅に
拡大する。また、キャンパス内
に、ラーニングコモンズなどを
整備し、学生の自学自修環境を
整備する。

①学部内教育研究スペースを改善す
ると共に、全学で準備される自学自
修環境の活用を推進する。また、低
学力者に対する個別対応指導体制を
構築する。

①施設利用ワーキングを組織して、
学部内の研究室や共用スペースの有
効利用を検討すると共に、学生への
図書館や自学自修環境の活用を推進
する。また、低学力者に対しては、
補講、強化勉強会を充実させ、早期
に指導、対応策を取る。

➁学生学修意欲喚起や学修時間の
確保に向けての学修e-ポートフォ
リオの導入向けて、全学出動体制
でその運営にあたる。

➁教育効果や学生の履修状況・
自学自修時間を把握するため、
学修ポートフォリオや学修行動
調査を実施し、教育改善に寄与
する。

②学部施設利用時間を延長する。 ②学生証による入退館システムの導
入を要望する。学部施設の利用時間
を現状の20時から22時までに延長
し、大学内での自学自修の時間帯を
増やす。

➁教育効果の高い学生学業活性化
にむけてのピアサポート制度の導
入を実施する。

➁学修支援スタッフやSA制度、
TA制度の導入で、きめ細かな教
育サービスを行い、学生の教育
満足度を高める。

②上級生と下級生、同級生同士が交
流し、自由に学び合える制度を導入
し、学生の自主学修効果を高める。

②特待生やSAによるピアサポートを
実施する。学修支援室及び学修支援
委員会を中心に対策支援活動を推進
する。



中間報告：③-①国試対策講座（前
期・夏期・秋期・冬期・直前）は現在
実施中である。共用試験全員合格、薬
剤師国家試験新卒合格90％以上を目標
とする。

○ ○

最終報告：③-①国試対策講座（前
期・夏期・秋期・冬期・直前）を実施
した。共用試験 合格率 96.9%（98名
受験、95名合格、3名不合格）、第101
回薬剤師国家試験新卒合格率 91.5％
（47名受験、43名合格、4名不合格
3.22自己採点結果より）であった。

◎ ◎

中間報告：③-②担任は、学生の学修
や生活状況を把握するために、定期的
に面談を行っている。

○ ○

最終報告：③-②担任は、学生の学修
や生活状況を把握するために、定期的
に面談を行った。

○ ○

（３）学生への支援に関する目標
を達成するための措置

１）学生支援・学生生活に関する
支援の具体的方策

中間報告：①学修支援委員会で、学生
の動向を報告し、問題が発生しないよ
うに、早期の対策、支援を行ってい
る。

○ ○

最終報告：①学修支援委員会で、学生
の動向を報告し、問題が発生しないよ
うに、早期の対策、支援を行った。

○ ○

中間報告：②心身障がい学生の現状を
把握し、適時カウンセリング指導やハ
ラスメント相談を行っている。 ○ ○

最終報告：②心身障がい学生の現状を
把握し、適時カウンセリング指導やハ
ラスメント相談を行った。 ○ ○

中間報告：③-①オリエンテーション
時に部活やサークル活動への参加を奨
励した。 ○ ○

最終報告：同上
○ ○

➀学生生活の振り返りから向上心
を育成させるため、学生生活e-
ポートフォリオの実施に向けて、
全学出動体制でアカデミックアド
バイザー制度を整備する。

➀全学出動態勢で教員が複数の
学生の面倒をみるアカデミックアド
バイザー制度を導入して、きめ細か
な学生活動支援を行う。学生指導
においては、学生ｅ－ポートフォリ
オを活用し、保護者との対応も学
生担任や学科長の支援のもとに実
施する。

①学生生活eポートフォリオの導入
を検討すると共に、担任制度と学年
主任制度によるきめ細かな学生指導
体制を強化する。

①学生相談の窓口を担任、学年主
任、学科長の順位で段階的に配備
し、複雑な問題に対しても、支援の
連携を図る。

➁心身障がい学生のキャンパス活
動の活性化に向けての支援体制や
支援方法の整備を行う。

➁個人的悩みを抱える学生、心
身障がいのある学生、セクハラ
などのハラスメントに直面して
いる学生等に対して、適切な指
導助言を行える専門的人員を配
置し、カウセリング機能の充実
や健康管理などの体制を整備す
る。

②心身障がい学生のキャンパス活動
の活性化に向けての支援体制を整備
する。

②学生支援課、保健室、カウンセ
ラー室、ハラスメント相談員などと
の連携を図り、支援体制を明確にし
て、対応策を検討する。

➂－①本学の教育方針である
「実地有用」の人材輩出にた
め、産業界からの課題提供や人
材派遣による実社会に対応でき
る教育システムを導入し、実践
力のある質の高い教育を推進す
る。

③-①高い共用試験及び国家試験合
格率を目標として、共用試験や国家
試験対策を強化する。予備校講師に
よる補講や模擬試験実施体制を充実
させる。

③-①OSCE対策として、実務実習事
前学習により徹底指導する。また、
国家試験対策として、前期19回、夏
期16回、秋期11回、冬期15回、直前
講座 19回で集中対策講座を行う。
共用試験全員合格、薬剤師国家試験
新卒合格90％以上を目標とする。

➂外部教育機関や組織の力を借り
て、実践力向上に向けた教育シス
テムの構築とその整備を行う。

③－②学生の実態を把握するた
め、在学生を対象に学生生活実
態調査を行う。その結果を集
計・分析することにより満足度
の検証や課題解決への方策を検
討する。

③－②学生生活実態調査を行う。 ③-②担任制度を活用し、学生の大
学生活の状況を把握し、相談指導に
あたる。

➂初年次学生は全員部活・サークル
に所属し、人間力や社会人基礎力の
向上に努めるため、部活やサークル
増設や拡大を行う。

➂-➀学生の人間力や社会人基
礎力向上に向けて、初年次学生
全員が部・サークル活動を実施
する。学生受入体制の整備のた
め、部・サークルの拡充を実施
する。

③-①人間力や社会人基礎力の向上
に努めるため、部活やサークル活動
の推進を図る。

③-①交友関係や社会性を築くため
に、初年次の学生に対し、部活や
サークル活動への参加を奨励する。



中間報告：③-②学生課や担任を通し
て、必要に応じて相談を受けている。 ○ ○

最終報告：③-②学生課や担任を通し
て、必要に応じて相談を受けた。 ○ ○

中間報告：④薬学への招待」や「対話
演習」などの初年次教育で、成績上位
者を対象としてＳＡに活用した。

◎ ◎

最終報告：同上

◎ ◎

中間報告：⑤該当なし ×

×

最終報告：同上 ×

×

中間報告：⑥平成２７年度のオースト
ラリアクイーンズランド大学への薬学
海外研修が８月８日〜２４日に実施さ
れた。参加者は１３名で国際交流セン
ターから１０名の学生に奨学金１０万
円が支給された。

○ ○

最終報告：同上
○ ○

中間報告：⑦学友会制度の代議員が決
まっていない。

× ×

最終報告：同上

× ×

２）就職支援に関する具体的方策

中間報告：①早期体験学習やアドバン
スト科目において、職能を意識した授
業を行った。 ○ ◎

最終報告：同上

○ ◎

➃成績優秀者の学力などを伸張す
る方策として、学生ピアサポー
ター制度の導入やアドバンス科目
の設定などの方策を検討し、実施
する。

➃成績優秀者や経済的困窮者に
対する授業料免除制度ばかりで
なく、学生が勤務できる学内業
務の開放など、学生が勉学と所
得を同時に確保できる機会を設
けるなどの経済的支援を充実さ
せる。さらに、成績優秀者への
経済支援と並行して、学生が学
生の勉学などを支援するピアサ
ポート制度（SAなど）の創設運
営を行う。

④特待生や成績優秀者に対する学生
ピアサポーター（ＳＡ）制度の導
入。

④特待生や成績優秀者を学生ピアサ
ポーター（ＳＡ）として、初年次教
育に活用する。

➄外国人留学生や研究者宿泊施設
など国際交流のための施設を整備
し、教育的配慮をした外国人や日
本人が混在する新たな国際交流施
設とする。

➄留学生や日本人学生のグロー
バル化の一環として、国際寮を
設置して、外国の文化や考え方
の違いに関して共同生活を通じ
て体得する。国際寮は教育寮と
しての機能を持たせる。

⑤海外留学生との交流の機会を増や
す。

⑤本学や他大学の留学生との交流の
イベント等への参加を推奨する。

➅日本人学生の海外インターン
シップや語学留学などの大幅な展
開をはかるため、海外提携校の増
加やその運営や活動の活性化を図
る。

➅グローバルな人材育成の観点
から、海外連携教育機関との連
携を増加して、学生の海外活動
の拡大を図る。

⑥薬学海外研修制度への参加を推進
する。

⑥オーストラリアクイーンズランド
大学の薬学海外研修制度への参加者
の定員枠を確保する。奨学金制度の
見直しと拡充が要望する。

⑦学友会制度を拡充して、学生全
般の生活等の改善に関する代表者
会としての運営を行う。

⑦学友会は学生代表として、大
学との連携の窓口と位置づけ
て、就実大学の一員として大学
改革に参加する仕組みを作る。
例えば、学生ＦＤの設立や就実
大学改革学生研究会の発足で大
学改革の一助とする。さらに、
学生によるピア・サポート制度
の充実とサークル活動への全員
参加を推進する。

⑦全学部、学科からの代議委員制度
による学友会運営組織の構築を提唱
する。

⑦薬学部の場合、低学年の学生が代
議員制度に加わり、学友会運営に参
加できないか検討する。

➀学生の将来生活の設計に有用
なキャリア教育や職業教育を順
次性のある体系的な教育システ
ムの構築とその効果的実施を行
う。具体的には、学生がサーク
ルなどの課外活動・ボランティ
ア・インターンシップ・アルバ
イトなどを通じて広く社会に目
を向け、将来に有用な知識・態
度を身につけられるよう支援す
る。

①将来設計を見通したキャリア教育
実施する。

①導入教育によるモチベーションを
高める早期体験学習やアドバンスト
科目において、職能を意識した授業
を行う。

➀学生には、在学の段階に応じた
順次性のあるキャリア教育や職業
教育を体系的に実施する。

③-②担任制度を活用し、学修との
両立を考慮して、相談指導にあた
る。

③－②学生アルバイトの実態を把握
する。

➂－➁学生のアルバイトの位置
づけの検討を行い、アルバイト
をインターンシップ的発想での
検討を行う。



中間報告：②就職相談会や企業説明会
への学生の積極的な参加を促してい
る。

○ ○

最終報告：②就職相談会や企業説明会
への学生の積極的な参加を促した。

○ ○

中間報告：③就職率１００％を目標と
する。 ◎ ○

最終報告：同上

◎ ○

中間報告：④就実大学薬学会運営委員
会の決定により、就実大学薬学会は３
年に１度開催することになった。次回
は平成２９年度開催予定。また、「薬
学への招待」において卒業生薬剤師の
講演を２回行った。

○ ○

最終報告：同上
○ ○

２ 研究に関する目標を達成する
ための措置

（１）研究水準及び研究の成果等
に関する目標を達成するための措
置

１）目指すべき研究の方向性と水
準に関する具体的方策

中間報告：①平成２７年度より教員組
織を改組した。小講座制を推進してい
るがさらに体制を整える。 ○ ○

最終報告：小講座制への変更を推進し
た。

○ ○

中間報告：②昨年度、若手を中心とし
た学部内公募型研究助成を企画したが
採用されなかった。学内教育・研究・
出版助成の申請基準・内容が変更とな
り今後検討していくこととなった。

× ×

最終報告：学内教育・研究・出版助成
の申請基準・内容が変更となった。全
教員に申請するよう依頼した。 △ △

➁学生のピアサポート体制による
学生就職支援などの制度検討と実
行を推進する。

➁就職支援の専門家及びその補
助者として活動できる学生ボラ
ンテイアや就職活動を支援でき
る学生リーダーを養成し、持続
可能なピアサポート体制を整備
し、学生自身が問題解決のでき
る教育活動の場を提供する。

②就職相談会や企業説明会の充実を
図り、学生の積極的な参加を促進す
る。

②キャリアセンターの年間サポート
計画に積極的に参加させる。

➀就実大学の特徴を最大限に活か
して、国内外に通用する高度かつ
中核的な研究拠点の形成を目指す
とともに、研究活動を通じて、社
会に活躍できる優秀な研究者や高
度専門職業人を養成・輩出する。
さらに、学際領域の研究を積極的
に推進する。

①学問の進展に普遍的な重要性
をもつ基礎・基盤研究を推進
し、成果をあげるとともに、未
知の分野を切り開く研究手法や
研究過程を学生に修得させ、社
会で活躍できる研究開発者や高
度専門職業人養成につなげる。

①研究水準を上げるための研究協力
体制を構築する。また、研究活動を
活性化し、研究成果の公開を推進す
る。

①小講座制への転換を推進し、研究
協力体制を整備する。また、研究活
動のためのスペース、時間、資金、
人的資源の活用を戦略的に検討す
る。

➁基礎・基盤研究（学術研究や教
育研究）をベースに、本学として
重点領域や重点課題として取り組
む研究は、全学プロジェクト研究
として戦略的に推進する。

②本学の研究戦略に基づき、部局
の枠を超えた新しい融合型研究な
どを全学プロジェクト研究に位置づ
けて、全学的な支援を推進するさら
に、教員相互の交流、異分野融合
を図るため、学内に交流会組織を
設けて、定期的に活動を行う。

②研究交流会による組織的プロジェ
クトの計画を推進する

②薬学部独自の研究プロジェクトを
立ち上げるための委員会を設置す
る。

➂学生の就職に際して、卒業生の
活用などミスマッチの無い就職支
援システムを構築し、実施する。

➂卒業後の進路や就職状況を分
析し、ミスマッチのない就職支
援と同時に大学として高い就職
率を確保する。大学院生に対し
て多様なキャリアパスを考慮し
た就職支援を推進する。

③就職情報の提供や就職パンフレッ
トの充実により、キャリア支援体制
を強化する。

③就職登録者の就職率100％を目標
とする。

➃同窓会やインターネット等を活
用した学生就職支援システムを構
築して、効果的な学生就職支援を
行う。

➃同窓会や卒業生と在学生の人
的ネットワークを構築し、就職
支援に活用する制度システムを
整備する。

④卒業生による就職支援を推進す
る。

④就実大学薬学会において、卒業生
と在学生との交流会を開く。



中間報告：③改訂したカリキュラムに
より授業担当の若手教員の負担は減っ
た。

○ ○

最終報告：同上
○ ○

２）研究成果の社会還元等に関す
る具体的方策

中間報告：①岡山県生物科学研究所と
の共同研究を実施している。

○ ○

最終報告：岡山県生物科学研究所及び
地元の数社の企業と共同研究を実施し
た。

○ ○

中間報告：②岡山県生物科学研究所と
の共同研究を実施している。

○ △

最終報告：岡山県生物科学研究所及び
地元の数社の企業と共同研究を実施し
た。

○ ○

（２）研究実施体制等の整備に関
する目標を達成するための措置
１）柔軟な研究体制の確立に関す
る具体的方策

中間報告：①昨年度、若手を中心とし
た学部内公募型研究助成を企画したが
採用されなかった。学内教育・研究・
出版助成の申請基準・内容が変更とな
り今後検討していくこととなった。

× ×

最終報告：学内教育・研究・出版助成
の申請基準・内容が変更となった。全
教員に申請するよう依頼した。 △ △

中間報告：②平成２７年度より２名の
助教を採用した。また、卒論の評価を
ルーブリックを用いて行い、ポスター
発表会を薬学部全体で実施した。

◎ ◎

最終報告：同上
◎ ◎

➂先導的研究を推進する若手研究
者を育成するための、支援制度シ
ステムを充実する。

③優れた先導的研究を推進する
若手研究者に対して、学長裁量
経費等により全学的に支援し、
著名研究者を育成する。

③若手研究者の育成を推進する支援
体制を構築する。

③授業担当の若手教員への負担を減
らし、研究時間を十分に確保する。

➀学術や教育の進展に重要な基
礎・基盤研究の進展そして学部横
断的な学際的研究を推進する。特
に、組織的に行う全学プロジェク
ト研究に関しては、学内組織とし
て全学でサポートし、競争的資金
獲得につなげる。

①学際的研究を全学で展開し、全
学プロジェクト研究として位置づ
け、その推進を支援し、最終的に
競争的研究資金獲得につなげ、本
学の研究価値を高める。

①実験及び調査研究と教育研究の推
進のための研究体制を構築する。

①実験及び調査研究（疫学研究やレ
ギュラトリーサイエンス研究を含
む）と教育研究との区分を明確に
し、各区分におけるプロジェクト
リーダーを育成する。

➁研究活性化推進組織として、産
学官融合研究センター（仮称）を
設けて、研究情報を収集分析し、
学内人的資源とのマッチングを行
い、研究活動の活性化を推進す
る。

②産学官融合研究センターを設
置し、全学的な研究活動を統括
し、対外的な情報を収集・分析
し、本学の研究推進の方向性の
提示や展開を推進する。

②研究活性化のための人的資源の増
員を推進する。また、卒論研究を充
実させ、研究マインドの醸成を図
る。

②マンパワー不足が研究推進の障害
となっており、研究組織体制の構築
に伴い、若手研究者を増員する。ま
た、卒論研究及び指導を充実させ、
学会発表や論文発表を推進する。

➀研究成果の社会還元を効果的に
行うため、企業等の外部機関との
組織対応型連携研究を推進すると
ともに、地域企業との連携を拡大
する。

①  企業などの外部組織と組織
対応型連携研究を推進し、研究
成果を地域企業などに還元す
る。

①地域企業との連携を強化し、研究
成果の地域企業への還元を推進す
る。

①地域企業との共同研究を拡大し、
知的財産の技術移転などを推進す
る。

➁研究成果による地域貢献戦略を
構築するとともに、関係機関と連
携して特許を確保・展開する。ま
た、知的財産の創造、保護や活用
に係わる組織機能を強化し、効果
的な知的創造サイクルを構築す
る。

②本学の保有する特許など知的
財産を地域企業等の展開し、地
域社会等との連携を強化すると
同時に、新たな研究を地域企業
等と推進し、新規の知的財産を
保有し、本学の研究価値を高め
る。

②研究成果による地域貢献を目指し
て、特許に繋がる画期的な研究を推
進する。

②全学プロジェクト研究において、
シーズ研究への予算配分を優遇す
る。



１）優秀な研究人材の確保・育成
に関する具体的方策

➀採用時に研究見通しの明確な若
手教員の採用と採用後の育成制度
の充実を図る。さらに、著名教育
研究者の採用も部局内のバランス
を考慮して積極的に行う。

中間報告：①-①平成２７年度より教
員組織を改組し、小講座制が取れる研
究室から体制を整え、今年度の人事募
集にも反映させ新しく助教３名を採用
した。また、来年度２名の助教を採用
する予定。

○ ◎

最終報告：①-①平成２７年度より教
員組織を改組し、小講座制が取れる研
究室から体制を整え、今年度の人事募
集にも反映させ新しく助教３名を採用
した。また、来年度２名の助教を採用
するため人事委員会を開き審査・決定
した。

○ ○

中間報告：①-②改訂したカリキュラ
ムにより授業の負担軽減した。

○ ○

最終報告：同上

○ ○

中間報告：②本年の教員による学会発
表及び講演が合計１７３件あり、これ
は教員一人あたり４件であり、昨年度
の３.８件を上回り活発な活動を行っ
ている。

◎ ◎

最終報告：②本年度の教員による学会
発表及び講演が合計１８３件あり、こ
れは教員一人あたり４.５件であり、
昨年度の３.８件を上回り活発な活動
を行っている。

◎ ◎

➁多くの教員が対外的にも大学の
看板として著名・有名研究者とし
て活躍できるような体制や支援を
実施する。

②本学の研究分野の価値を高め
るため、研究分野での著名有名
教員を多く輩出し、その研究内
容を積極的に公表する。

②教員の研究活動の対外的なアピー
ルを活発化する。

②積極的な学会発表活動や講演活動
により、研究内容の公表を義務づけ
る。少なくとも年に2回は学会発表
を行う。

➀－➀教員採用に関して教育担
当能力以外に研究力の高さをも
視野に入れた採用評価を行い、
特に採用後の研究遂行能力が発
揮できるよう支援体制などの環
境を整備する。

①-①小講座制への転換を推進し、
研究協力体制を整備する。

①-①小講座体制を構築できるよう
に、若手教員を増員する。

➀－➁新任教員の教育力向上に
関する支援制度の改善やその整
備に努める。

①-②小講座制への転換で研究協力
体制を整備する。

①-②研究協力関係を強化し、若手
教員の研究時間を増やし指導育成す
る。



２）外部資金の獲得と研究資金の
投入に関する具体的方策

中間報告：①学内の教員業績評価によ
り、研究費の傾斜配分を行った。ま
た、奨励寄附金１１件、受託研究４
件、共同研究３件、研究助成７件（申
請件数３８件）であり積極的に応募し
ている。

◎ ◎

最終報告：①学内の教員業績評価によ
り、研究費の傾斜配分を行った。ま
た、奨励寄附金１１件、受託研究５
件、共同研究３件、研究助成９件（申
請件数４２件）であり積極的に応募し
ている。

◎ ◎

中間報告：①昨年度、若手を中心とし
た学部内公募型研究助成を企画したが
採用されなかった。学内教育・研究・
出版助成の申請基準・内容が変更とな
り今後検討していくこととなった。

× ×

最終報告：学内教育・研究・出版助成
の申請基準・内容が変更となった。全
教員に申請するよう依頼した。 △ △

３）研究に必要な設備等の活用・
整備に関する具体的方策

中間報告：①機器委員会及び実習
委員会により、共同機器室や実習
室の不要物を処分し機器の老朽化
や利用状況を点検した。「補助金
対象大型機器購入」への申請を予
定している。

○ ○

最終報告：①機器委員会及び実習
委員会により、共同機器室や実習
室の不要物を処分し機器の老朽化
や利用状況を点検した。「補助金
対象大型機器購入」について、
「生体資料光学解析システム」と
して申請し、多機能マイクロプ
レートリーダー、ＣＣＤカメラ、
リアルタイムＰＣＲ、クリーンベ
ンチが導入された。

◎ ◎

中間報告：②学術図書、電子ジャーナ
ル及び二次データベース等の学術情報
の利用状況を点検した。 ○ ○

最終報告：同上
○ ○

➀学内研究費は、外部研究費獲得
の基盤研究費として、就実学園の
行う研究評価に対応した傾斜配分
とする。

①個人及び組織的研究費の学内
配分は、実績に基づいた傾斜配
分とし、得られた研究成果に基
づき、競争的外部資金獲得につ
なげる支援制度を整備する。

①学内研究費を有効活用して外部研
究費獲得に繋げる。また、外部資金
獲得を推進する。

①学内研究費を傾斜配分とする。ま
た、受託研究や研究助成などに積極
的に応募する。

②研究活動に必要な学術刊行物や
デジタル情報などの収集の効率化
や効果的活用を検討し、全学管理
のもとでの体系的に運用システム
を整備する。

➁研究活動に必要な学術刊行
物、電子ジャーナル及び二次
データベース等の学術情報、並
びにそれらと利用者を結ぶ学術
情報ネットワークを全学管理下
のもとで、体系的かつ計画的に
整備する。

②学術刊行物、電子ジャーナル及び
二次データベース等の学術情報、並
びにそれらと利用者を結ぶ学術情報
ネットワークを整備する。

②学術刊行物、電子ジャーナル及び
二次データベース等の学術情報の利
用状況を点検し、廃止や新規導入を
検討する。

➁本学の特徴を活かした組織的研
究を推進する目的から、全学プロ
ジェクト研究を学内に複数立ち上
げ、その育成を通じて、外部競争
的研究資金獲得につなげる。

②本学研究資源を結集した重点
研究として、全学プロジェクト
研究を学内に立ち上げ、各種の
研究資源を投入し、本学の研究
拠点として育成する。

②学内研究プロジェクトに積極的に
組織し、研究力アップに繋げる。

②学内･学部内プロジェクトを公募
する。

①教育研究設備、機器の老朽化や利
用状況を点検する。更に、教育研究
設備、機器の補助金申請を積極的に
行う。

①教育研究設備、機器の整備充実を
図る。

①既存の研究所や研究センターの
活動活性や新たな学際的研究組
織の創設等全学的研究組織の見
直しそして施設・機器の共同利用
や効率的運用を図る。

➀各学術・教育研究分野の動向を
考慮しながら、基盤的研究施設・
設備・機器の整備充実を行い、全
学的共同利用を図り、効率的利用
を推進する。



中間報告：③小講座制のため研究室を
移動した。 ○ ○

最終報告：同上
○ ○

４）研究水準・成果の検証等に関
する具体的方策

中間報告：①就実大学薬学雑誌第３巻
を発刊予定である。 ◎ ◎

最終報告：①平成２８年１月就実大学
薬学雑誌第３巻を発刊した。 ◎ ◎

中間報告：②就実大学薬学雑誌第３巻
を発刊予定である。 ◎ ◎

最終報告：②平成２８年１月就実大学
薬学雑誌第３巻を発刊した。

◎ ◎

中間報告：③昨年度、若手を中心とし
た学部内公募型研究助成を企画したが
採用されなかった。学内教育・研究・
出版助成の申請基準・内容が変更とな
り今後検討していくこととなった。

× ×

最終報告：③学内教育・研究・出版助
成の申請基準・内容が変更となった。
全教員に申請するよう依頼した △ △

３　その他の目標
（１）社会との連携や社会貢献に
関する目標を達成するための措置

１）地域社会との連携に関する具
体的方策

中間報告：①地域連携講座の年間計画
を5月には発表し、薬剤師会や薬学会
の広報誌ファルマシアなどで事前に案
内通知した。

◎ ◎

最終報告：同上
◎ ◎

中間報告：②薬剤師会主催の薬物乱用
キャンペーンや役立つフォーラムなど
のイベントに積極的に参加、支援して
連携を図った。

◎ ◎

最終報告：同上
◎ ◎

➂競争的研究資金等による研究の
推進を支援するため、オープン・
ラボラトリーなど、学内共同利用
研究スペースを確保する。

③組織的研究推進のため、オー
プン・ラボラトリーの開設な
ど、学内外に共同利用研究ス
ペースの設置を確保し、その運
用を図る。

③小講座制への転換に伴う学部内教
育研究スペースを整備する。

③小講座制への転換に伴う教育研究
スペースの改善を検討する。

③本学の研究活動の活性化に向け
て全学を代表する重点研究を設定
し、全学的立場での支援などを実
施し、研究力の向上に努める。

➂重点研究である「全学プロ
ジェクト研究」の応募採用基準
を制定し、外部専門家を加えた
評価委員会による採用や成果の
評価を実施し、研究の質の保証
を行う。全学プロジェクト研究
成果に基づいて、外部競争的研
究資金の獲得につなげる。

③全学プロジェクトへの応募を推進
する。

③学部内に研究プロジェクトを組織
して申請を行い研究費獲得に努め
る。

①就実大学が保有する教育・研究
資源の調査・整理を実施し、社会
貢献活動に資する資源の抽出とそ
のデータベース化及び地域ニーズ
を考慮した展開を図る。

➀本学が有する教育機能を活用
し、地域教育機関と連携して社
会や地域の文化的発展に貢献す
るとともに、関連情報のデータ
ベース化を図り、教育に対する
社会のニーズに積極的に応え
る。

①薬剤師の生涯教育を目的とした地
域連携講座の充実を図る。

①地域連携講座の年間計画を早期に
行い事前の広報を十分に行う。

➀研究成果の評価を行い、評価に
基づく研究予算措置による研究支
援を行うことで研究水準の向上を
図る。

①学術並びの教育研究成果の評
価は、学会での講演発表や査読
付き論文発表などで公表し、研
究成果の客観的評価を受け、研
究水準の向上を図る。

①各教員の論文や学会発表などの年
間教育研究業績をとりまとめる。

①各教員の年間教育研究業績を就実
大学薬学雑誌へ掲載し公表する。

②多面的研究評価に基づき、研究
者の価値を客観的評価に基づき、
優秀な研究者に対する顕彰制度を
整備・運用する。

➁研究評価は、研究成果の学術
論文化、研究計画に基づく外部
資金の獲得、研究業績による顕
彰などから多面的に行う。学内
に研究成果の顕著な研究者への
顕彰制度を創設する。

②学内での教員の研究紹介などを通
じて、客観的評価や教員間の共同研
究を推進する。

②就実大学薬学雑誌への研究総説の
依頼、就実大学薬学会における教員
の研究紹介を行う。

②就実大学が有する教育資源を有
効に活用した、学外教育サービス
を実施し、地域への貢献活動を活
発にする。

➁本学が保有する教育成果や資
料等の公開、公開講座の実施、
サテライト教育やリカレント教
育の推進など、地域における生
涯学習の拠点としての責務を果
たす。

②薬剤師会やその他県関連団体との
連携体制を維持・構築する。

②薬剤師会やその他の団体のイベン
トにも積極的に参加、支援すること
により連携を強化する。



２）社会貢献に関する具体的方策

中間報告：①８月に高校生対象の薬学
部体験入学＆研究室公開を行った。 ◎ ◎

最終報告：同上
◎ ◎

中間報告：②地域連携講座などによる
薬剤師生涯学習講座を年間５回開催し
た。

◎ ◎

最終報告：同上
◎ ◎

（２） 国際化に関する目標を達成
するための措置

１）国際交流・協力に関する具体
的方策

中間報告：①オーストラリアでの薬学
海外研修希望者１３名中１０名に１０
万円の奨学金が支給された。全員を補
助対象とすることを希望していきた
い。

○ ○

最終報告：同上
○ ○

中間報告：②該当なし
× ×

最終報告：同上
× ×

中間報告：③昨年度の１９名に対し本
年は１３名の参加者があった。 ○ ○

最終報告：同上
○ ○

２）留学生や外国人研究者に関す
る具体的方策

①就実大学のグローバル化促進と
して、留学生の積極的な受け入
れ、さらに外国人研究者活躍の場
を広げ、本学の構成員の国際的活

中間報告：①-①該当なし。

× ×

最終報告：同上

× ×

中間報告：①-②該当なし。
× ×

最終報告：同上
× ×

②社会人再教育内容の実情調査や
新たな社会人教育法の開発を通じ
て、リカレント教育の活性化と通じて社
会貢献する。

➁リカレント教育の地域拠点と
して、地域社会の再学修需要に
適切に対応し、科目等履修生や
公開講座等の制度を活用して地
域社会に寄与する。

②学内公開講座を企画する。 ②学内公開講座等の制度を活用して
地域社会に寄与する。

①海外の教育機関との教育研究協
定を締結し、各部局において教育
研究の目的に応じて、具体的な交
流を推進する。

①国際交流センターを中核として、
国際交流協定校の拡大や留学プ
ログラムや単位互換制度を充実す
る。

①豪州クイーンズランド大学薬学部
での薬学海外研修の参加者を増や
す。また、他大学との国際交流を行
う。

①補助金の増額を検討する。更に、
ニューメキシコ大（アメリカ）との
連携に向けて準備を行う。

①就実大学が実施している各種の
グループ活動のオープン化や新た
な組織活動を展開して、社会貢献
事業を活発化する。

①本学の教育研究情報の提供、
サイエンスカフェ等のオープン
組織を通じた交流会の実施、地
域における課題の研究等、本学
が主体性を持った社会貢献事業
を多面的に展開する。

①地域社会に向けたイベントを企画
し、入学者確保に繋げる。岡山県薬
剤師会や行政が企画するイベントに
参画する。

①中高生を対象とした薬学部開放を
企画し、教育研究内容を紹介する。
また、こども調剤体験やこども大学
等へ教員、学生を派遣する。

②国際交流に関する専門的知識を
習得する教職員研修制度を設け、
グローバル化対応人材を育成す
る。

②国際交流協定校への職員派遣
制度を整備し、国際化に対応で
きる専門職員の養成、育成を図
る。

②学内国際交流研修制度によるグ
ローバル化対応人材を育成する。

②若手教員の積極的な海外留学を支
援する。

③国際交流の情報の把握と情報
ネットワークを利用した提携校と
の連携を密にし、交流の活性化を
図る。

③国際交流センターを中核とし
て、国際交流協定校等との情報
ネットワーク基盤を整備し、留
学生等の安全安心を担保するシ
ステムを構築する。

③オーストラリア薬学海外研修を推
進する。

③オーストラリア薬学海外研修の参
加者を増やす。

①－①国際交流センターを中核
として、留学生相談窓口、外国
人研究者や留学生宿泊施設の設
置などで、外国人研究者や留学
生を積極的に受け入れるととも
に、受け入れ体制を一層整備充
実する。

①-①留学生や外国人研究者の受入
を推進する。

①-①受入教員への予算措置を行
う。

①-②外国人留学生の受入体制を整
備する。

①-②外国人留学生の資金援助など
を検討する。

➀－➁外国人院生を積極的に受
入れ、国際的な研究推進の核と
し、他文化共生型のキャンパス
を実現する。



（３） 学園全体の連携等に関する
目標を達成するための措置

中間報告：①本年度より元就実高校教
員による高大連携授業（化学）を実施
した。物理、生物についても検討中。 ○ ○

最終報告：同上

○ ○

中間報告：②出前授業や入学前教育を
実施した。 ○ ○

最終報告：同上

○ ○

（４）  後援会や同窓会との連携
に関する目標を達成するための措
置

中間報告：①教育懇談会において、２
学年毎の懇談会を行い、学年に特化し
た話題提供で、保護者にも好評であっ
た。

◎ ◎

最終報告：同上
◎ ◎

中間報告：②「薬学への招待」におい
て卒業生による講演会を２回実施し
た。

◎ ◎

最終報告：同上
◎ ◎

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に
関する目標を達成するために取る
べき措置

１ 組織運営の改善に関する目標
を達成するための措置

中間報告：①実務実習の改訂・検討の
ため「実務実習ワーキング」及び卒業
判定検討のため「卒業判定員会」を開
催した。

○ ○

最終報告：①卒業判定委員会により今
年度の卒業特別講義単位認定者を決定
した。 ○ ○

②就実大学の将来目標や具体的計
画の立案とその推進ができる全学
統括組織の設立とその活動に活性
化に向けての制度・システムの構
築とその運用を推進する。

中間報告：②-①各委員会のＰＤＣＡ
サイクルシートで問題点を教員間で共
有し、点検、評価、改善、実行を徹底
した。

◎ ◎

最終報告：②-①年度末までに各委員
会のＰＤＣＡサイクルシートを提出す
るよう委員会責任者に要請した。 ◎ ◎

①情報収集・分析機能（IR機能）
を強化するなど、より的確で迅速
な意思決定が可能となるよう、学
長と理事長を支える運営体制を継
続的に見直し、充実させる。

①全学的な教育・研究活動や管
理運営に必要となる学内外情報
のデジタル化により、全学での
情報（ＩＲ）の統括や活用を図
れるシステムや制度の整備と運
用を図る。

①薬学部教職員がベクトルを合わせ
て、一致協力して、目標達成に向け
た取り組みを展開する。

①短期的かつ緊急性のある改善取り
組みに対しては、ワーキンググルー
プを組織して検討する。

②－①就実大学の役割や機能を
十分に認識した上で、学長の強
いリーダーシップを支える組織
として、教学改革推進機構を設
けて、大学の政策統治を推進す
る。同機構のメンバーは学長推
薦による学長補佐をもって充て
る。

②-①薬学部内委員会組織の役割分
担を明確にして充実活性化させる。

②-①年度初めに委員会の年間活動
計画を提出し、年度末に点検評価す
る体制を実行する。

①就実学園組織内の教育組織と連
携を密にして、学園全体の質の向
上やブランドイメージの強化を図
り、各組織の活性化を図る。

①社会的要請や環境の変化に適
切に対応した組織運営の見直し
を行うとともに、幼児、児童や
生徒の発達や学びの連続性を勘
案し、各機関との接続性を考慮
した教育活動を行う。

①就実高等学校との緊密な連携によ
る　Win-Winの関係を擁立する。

①高校教員によるリメディアル教育
を検討する。

②卒業生との連携を強化するた
め、同窓会を通じた連携活動の活
性化を推進する。

②同窓会を通じて、卒業生との
連絡を密にして、学生の就職活
動や勉学の向上に寄与するシス
テムや制度を立案・実施によ
り、本学の価値を高める。

②同窓会の充実を図る。 ②就実大学薬学会や同窓会への卒業
生の参加を呼びかけると共に、イベ
ントを企画する。

➁高大連携を基本として学びの連
続性を意図した高大連携教育を実
施し、学生の目的意識や能力向上
を図る。

②高大連携に基づく教育活動の
順次性を高め、各組織の活性化
を推進するため、様々な大学入
試前教育活動により、学生の学
修力等の向上を強化する。

②就実高校との高大連携を促進す
る。

②出前授業や入学前教育を充実させ
る。

①後援会との密接な連携を図り、
学生活動の活性化に向けた協働を
行う。

①後援会メンバーとの定期的な
情報交換会や後援会幹部と学長
との情報交換会を実施し、大学
改革の参考とする。

①教育・就職懇談会の充実を図る。 ①教育・就職懇談会において、教員
とだけでなく、学年毎の保護者同士
の懇談会を設ける。



中間報告：②-②今後の薬学教育改
善、研究活動活性化に向けて、将来構
想検討委員会を組織する予定である。

× ×

最終報告：同上
× ×

２ 事務の効率化・合理化に関す
る目標を達成するための措置

中間報告：②実験助手を薬学部事務室
に在籍させ、事務的支援と研究支援を
明確にして、効率的な運用を図った。 ○ ○

最終報告：同上
○ ○

Ⅲ 財務内容の改善に関する目標
を達成するために取るべき措置

１ 学納金、外部教育研究資金、
寄付金その他の自己収入の増加に
関する目標を達成するための措置

①教育力や学生学修力の向上に関
する全学共通の理念とその実行計
画に基づいて、学生退学率低減な
どで学納金の減少を最小にする。

中間報告：①高い薬剤師国家試験合格
率を維持して、質の高い入学者の確保
に努めてた。

○ ○

最終報告：同上
○ ○

②外部教育・研究資金の獲得に向
けて、諸政策を立案・実施し、大
学収入の増加を図る。

中間報告：②本年度の薬学部教員によ
る研究費受け入れは８件（申請は３１
件）である。また、本年度の科研費申
請件数は３３件（代表者のみ）であ
り、昨年度に比べて増加している。さ
らに、奨励寄附金１１件、受託研究４
件、共同研究３件、研究助成７件（申
請件数３８件）であり積極的に応募し
ている。

◎ ◎

最終報告：②本年度の薬学部教員によ
る研究費受け入れは９件（申請は４２
件）である。また、本年度の科研費申
請件数は３３件（代表者のみ）であ
り、昨年度（３１件）に比べて増加し
ている。さらに、奨励寄附金１１件、
受託研究５件、共同研究３件、研究助
成９件（申請件数４２件）であり積極
的に応募している。

◎ ◎

中間報告：③８月に、本学の教員（１
名）が２日間の日程で、岩国医療セン
ターでの研修を実施した。 ○ ◎

最終報告：同上
○ ◎

②－②政策統治による大学の方
針決定やその実施の審議は、部
局長参加の大学教育研究評議会
で行う。

③共同研究や受託研究等の積極的
推進により、外部競争的資金の獲
得方策の策定・実施による大学収
入の増加を強化する。さらに、地
域連携などを増大させて、共同研
究、受託研究や寄付金などを増加
させる。

➂地域における共同研究などの
推進のため、外部機関との組織
包括協定を増強する。

③外部機関との連携協定を推進し、
共同研究による資金獲得を目指す。

③国立病院機構との連携、企業との
産学連携による共同研究を推進す
る。

②-②薬学部長推薦による複数名の
若手准教授、講師を指名し、薬学部
の将来構想について検討する。

②-②委員会委員の適材適所、負担
の均衡を図る。薬学部長推薦による
将来構想検討委員会を組織する。

➀学生への的確な教育・指導に
より、学生成績向上や大学への
理解に努め、退学者などの減少
により、学納金の減少を最小に
する。

①入学定員を確保し退学率を減ら
す。

①薬剤師国家試験合格率90％以上を
目指し、入学者のモチベーション維
持に努める。

➁外部資金獲得につながる情報
（公募状況や企業ニーズ等）提
供、産業界等とのパイプ役とし
ての専門職員の配置など、科学
研究費補助金への全教員応募や
他の競争的資金への応募組織の
構築など外部資金の獲得に関し
て産学官融合センターを通じて
行う。

②外部教育研究資金、寄付金獲得を
推進する。

②各教員が研究費申請を積極的に行
う。

②事務職員と教員や学生のとの協
働が可能な制度の設立とその運用
の実質化を図る。

②教職協働の観点から、教員と
事務職員の連携により、大学活
性化策などの創造性のある業務
への拡大を推進する。

②実験助手（事務職）による効果的
な支援体制を構築する。

②実験助手の事務的支援と研究支援
を明確にして、教員とのWin-Win関
係を作る。



２ 経費の抑制に関する目標を達
成するための措置

（１）人件費の設定に関する目標
を達成するための措置

①中長期的観点から人件費管理を
含めた総合的人件費縮減に向けた
専門的検討とその実行を推進す
る。

中間報告：①-①小講座制を指向した
助教３名の人事公募を行い助教３名を
採用した。また、来年度２名の助教を
採用する予定。

○ ◎

最終報告：同上
○ ◎

中間報告：①-②学内昇任人事のため
の自己推薦応募（教授、准教授、講
師、助教、各１名）を実施した。その
結果、助手１名が助教に昇任した。

○ ◎

最終報告：同上
○ ◎

○ ◎

最終報告：同上
○ ◎

（１） 人件費以外の経費の削減に
関する目標を達成するための措置

①管理運営業務の見直しや経費削
減策の検討とその運用を通じて毎
年度の削減率を定めて、経費削減
を推進する。

中間報告：①-①機器委員会及び実習
委員会により老朽化機器や不使用機器
の廃棄や研究室移管による効率的な利
用を図った。

○ ◎

最終報告：同上
○ ◎

中間報告：①-②学修支援室に教員２
名を配置し学生に指導に当たった。ま
た、自習室を設け学生が積極的に使用
できるようにしている。

○ ○

最終報告：同上
○ ○

中間報告：①-③今後イントラにより
物品を注文するシステムを検討してい
く。 × ×

最終報告：同上
× ×

①－①中長期的な教職員の配置
計画策定、評価及び評価に基づ
く見直しなど戦略的・効果的な
人的資源の活用を達成するた
め、人件費管理を含んだ総合的
な人事管理システムを整備す
る。

①-①退職教授の後任に複数の若手
教員を配置し、教育研究支援体制を
強化する。

①-①小講座制を指向した人事、教
員配置による効果的な人的資源活用
を構築する。

➀－➂物品調達システムを効率
的にするため、イントラなどを
利用したシステムに切り替え
る。関連して、情報センターに
ついて質量ともに拡充する方策
を実行する。

①-③イントラによる物品調達シス
テムの検討。

①-③イントラにより物品を注文す
るシステムの検討。ペーパーレスの
推奨を行う。

①－➀経費削減及び業務の現状
を検証し、より一層の効率化、
施設・設備の共同利用の推進に
より、経費を抑制する。

①-①共同機器の点検・整理を行
う。

①-①老朽化機器や不使用機器の廃
棄や研究室移管による効率的な利用
を図る。

➀－➁業務の外部委託、事務の
合理化、ペーパーレス化や情報
化の推進、共通部分の節電等に
より、管理的経費や人件費の抑
制に努める。

①-②学修支援室にとして学生の利
用を推奨する。

①-②ＲＩ施設の廃止に伴い新しく
設置された学修支援室を、学生に積
極的に利用させる。また、実力テス
ト等の結果を集中して管理し、今後
の学生指導に利用していく。

①－②総人件費改革の計画を策
定し、計画実施期間における人
件費計画を立て、実施する。

①-②職位のバランスを考慮して学
内昇任人事を行う。

①-②学内昇任を必要に応じて検討
し、学内貢献度や業績評価を考慮し
た人事を行う。

②非常勤教職員等の採用や費用削
減に向けての基本的政策の立案と
戦略的運営を行う。

②非常勤講師採用の抑制と諸手
当の抑制を行う前提で、教員の
業務多様化の観点から、専門開
講科目の削減と教養科目の担当
への拡張を行う教育実施体制の
見直しを推進する。

②非常勤講師の任用を削減したカリ
キュラム及び講義内容を検討する。

②出来る限り専任教員で授業を担当
し、非常勤講師の任用を限定する。



３ 資産の運用管理の改善に関す
る目標を達成するための措置

①大学施設・設備の管理の効率化
や運営費の縮減に関しては、総合
的見地や的確判断のもとに運用す
る。

中間報告：①-①施設・設備の使用状
況は「使用ノート」により把握してい
る。

○ ○

最終報告：同上
○ ○

Ⅳ 自己点検・評価及び当該状況
に係る情報の提供に関する目標を
達成するために取るべき措置

１ 評価の充実に関する目標を達
成するための措置

①就実学園の経営方針を勘案した
教職員活動評価に基づいた個人評
価をベースとして、本学運営活動
の活性化を図る。

中間報告：①各委員会のＰＤＣＡサイ
クルシートの報告結果や中期目標・中
期計画に基づいて薬学部マニフェスト
2015を作成し教授会で承認された。

○ ◎

最終報告：同上
○ ◎

②自己点検・評価や多様な組織評
価により、本学における人的諸活
動の質の向上を推進する。

中間報告：②昨年度「適合」と認定さ
れたが、改善点も指摘された。３年後
の報告書の提出に向けて改善してい
く。

○ ◎

最終報告：薬学部独自の自己点検・評
価・改善委員会を設置し、改善報告書
を作成し報告した。また、３年間での
改善計画も委員会において検討した。

◎ ◎

２ 情報公開や情報発信等の推進
に関する目標を達成するための措
置

中間報告：①-①ホームページの定期
的な更新を行い、広報充実を図ってい
る。

○ ○

最終報告：同上

○ ○

中間報告：①-②本年の教員による学
会発表及び講演が合計１７３件あっ
た。これは教員一人あたり４件であ
り、昨年度の３.８件を上回り、活発
な活動を行っている。

◎ ◎

最終報告：①-②本年の教員による学
会発表及び講演が合計１８３件あっ
た。これは教員一人あたり４.５件で
あり、昨年度の３.８件を上回り、活
発な活動を行った。

◎ ◎

➀－①本学の教育内容、研究成
果、社会貢献、財務状況、管理
運営体制、など内容をホーム
ページや広報に掲載とともに、
既存の広報を見直して、外部情
報機関に積極的かつ効果的に社
会へ情報発信する。

①-①薬学部ホームページや広報誌
を充実させる。

①-①ホームページの定期的な更新
や、広報充実のための記録保管を徹
底する。

①就実大学の諸活動の成果の公表
は大学における責任義務との見地
から積極的に広報活動を行い、本
学の存在価値を高める。

①－②外部機関との積極的な交
流を図り、セミナー・シンポジ
ウム等の主催・参加、あるいは
学外情報発信基地の設置などを
行う。

①-②セミナー・シンポジウム等の
積極的な主催・参加により外部機関
との交流を図る。

①-②学会、シンポジウム等に積極
的に参加し発表、討論する。

①－①大学施設・設備について
は、利用状況を検証し、更なる
共同利用と学内外者利用の有料
化を推進する。

①-①大学施設・設備について更な
る共同利用を推進する。

①-①大学の施設・設備の利用状況
を把握し、更なる共同利用及び学内
外利用者の有料化を検討する。

➀学園理事長戦略室とともに、
個人及び組織（部局・全学）の
自己点検・評価を有機的に実施
するとともに、第三者評価等の
多面的評価を積極的に取り入
れ、自己点検・評価をさらに充
実する。

①薬学部マニフェストの点検、評
価、改善、実行のPDCAサイクルを充
実させる。

①学部長、学科長を中心とした学部
運営に対する自己点検評価チームを
結成し、毎年見直しを行う。

➁自己点検・評価、学生による
授業評価、ピア評価及び第三者
評価等の学内外評価を、検証、
結果分析及び改善企画を行う
PDCAサイクルを充実させる。

②薬学教育第三者評価により指摘さ
れた項目の改善。

②薬学教育第三者評価により指摘さ
れた項目の改善を行い報告書を提出
する。



②公的な大学情報の共通の発信形
態として「大学ポートレート」を
活用した情報発信を実施する。

中間報告：②ホームページの定期的な
更新を行い、広報充実を図っている。 ○ ○

最終報告：同上

○ ○

Ⅴ その他業務運営に関する重要
目標を達成するために取るべき措
置

１ 施設設備の整備・活用に関す
る目標を達成するための措置

①就実大学における教育研究の発
展・進化を勘案した長期施設設備
整備の立案や運用の施設設備マネ
ジメント計画とその効果的運用を

中間報告：①-①大型機器の使用責任
者がメンテナンス契約を見直してい
る。

○ ○

最終報告：同上
○ ○

中間報告：①-②学修支援室として利
用している。 ○ ○

最終報告：同上
○ ○

②快適な大学キャンパス生活を学
生に担保するための、施設設備の
長期マネジメント計画に基づいた
運用を推進する。

中間報告：②-①昨年度予算措置が行
われた。

○ ○

最終報告：同上

○ ○

中間報告：②-②公務出張扱いとして
いる。 ○ ○

最終報告：同上
○ ○

２ 安全管理に関する目標を達成
するための措置

①安全安心な就実大学キャンパス
確保や法令遵守そして各種災害対
策をしたキャンパス管理体制を構
築し、その運営にあたる。

中間報告：①-①総務課で作成された
マニュアルに従っている。

○ ○

最終報告：同上
○ ○

中間報告：①-②総務課で作成された
マニュアルに従っている。 ○ ○

最終報告：同上
○ ○

②－②教員や職員の研修制度を
拡充。充実し、教育・研究・管
理業務実施上の能力開発や就実
学の修得、就実ポリシーの徹底
を図る。

②-②初任者研修や外部研修制度へ
の参加を推進する。

②-②外部研修制度への参加を公務
出張扱いとする。

①－①労働安全衛生法などを踏
まえ、災害防止計画等の策定や
責任体制の明確化及び労働災害
の防止等に関する総合的、計画
的な学内労働安全衛生管理体制
を整備する。

①-①各種災害対策や安全管理の啓
発活動・研修等を充実させる。

①-①各種災害対策を想定したマ
ニュアルの整備や防災訓練を実施す
る。

➀－➁大学における危機要因を
抽出し、分析、評価そして対応
策のマニュアルを整備、充実す
る。

①-②危機管理体制を強化する。 ①-②各種災害対策を想定したマ
ニュアルの整備や防災訓練を実施す
る。

➀－①本学における教育研究の
発展を図るため、長期的全学的
な視点から新たな施設設備整備
の推進と施設マネジメントの執
行体制を構築する。

①-①教育研究機器の利用状況を把
握し、メンテナンスの必要性を検討
する。

①-①共同機器の点検・整備、大型
教育研究機器のメンテナンスを行
う。

①－②施設の利用状況、設備・
備品の整備状況を把握し、既存
の施設の有効利用と効率的なメ
ンテナンスの促進を図る。

①-②RI実験施設の再利用として学
修支援室としての利用を推進する。

①-②学修支援室として有効利用す
る。

②－①学生サービスの観点から
学生のための食堂、洋式トイレ
（シャワートイレ）の拡充や
ラーニングコモンズなどのキャ
ンパス環境整備、障がいのある
学生も健常な学生も、ともに安
全安心に大学生活を過ごすこと
のできる施設などの整備および
バリアフリー化、社会への大学
解放という視点でのキャンパス
整備など教育環境に相応しい
キャンパスづくりを推進する。

②-①薬学部内の既存施設の有効利
用と効率化を図る。

②-①小講座制への移行に伴う教員
配置の変更において、研究室内及び
学生自修室の改装や移動に伴う予算
措置を行う。

②国公私立を問わず各大学の基
本情報をネット上で提供する
「大学ポートレート」に対応
し、本学ＨＰの機能を見直し、
高等教育機関としての本学の価
値をアピールする。

②薬学部ホームページや広報誌を充
実させる。

②ホームページの定期的な更新や、
広報充実のための記録保管を徹底す
る。



中間報告：①-③学部内に危機管理委
員会を設置している。 ○ ○

最終報告：同上
○ ○

②情報社会での就実大学において
安全に情報管理や情報危機管理が
出来るシステムや体制の整備を実
施する。

中間報告：②-①情報センターの主催
する講習会に参加している。

○ ○

最終報告：同上
○ ○

中間報告：②-②学部内に危機管理委
員会を設置している。 ○ ○

最終報告：同上
○ ○

３ 法令遵守に関する目標を達成
するための措置

中間報告：①-①薬学部関連の諸規程
を随時点検、見直しを行う。 ○ ○

最終報告：同上
○ ○

中間報告：①-②学則等の遵守、命令
系統と責任体制を明確にしている。 ○ ○

最終報告：同上
○ ○

➀－➀法令遵守に関して、学生
及び教職員に講習・研修等を通
じて自己啓発を促すとともに、
法令遵守に関する組織的点検・
責任体制を整備する。

①-①薬学部関連のコンプライアン
ス遵守の点検・責任体制を整備す
る。

①-①薬学部関連の諸規程を点検、
見直しを行う。

➀各種のコンプライアンス遵守の
体制整備と啓発活動や点検・責任
体制の整備を行う。

①－③安全管理に対応したキャ
ンパス整備を推進し、安全管理
の啓発活動・研修等を充実させ
る。

①-③各種災害対策や安全管理の啓
発活動・研修等を充実させる。

①-③予測不可能な突発的な緊急事
態への迅速かつ適切な対応を行うた
めの、体制を明確にする。

②－①情報セキュリティ水準を
維持するため、就実大学情報セ
キュリティポリシーに基づき、
不正アクセスや情報漏洩防止な
どの危機管理を行うとともに、
教職員や学生を対象とした情報
セキュリティ講習会を定期的に
実施し、啓発活動を行う。

②-①情報危機管理体制を強化す
る。

②-①情報セキュリティ講習会を開
催し、啓発活動を推進する。

②－②危機管理に関して、海外
留学中のトラブルに対応する組
織的な取組を実現すること及び
学生に関する危機管理やキャン
パス安全に関して具体的に検討
する。

②-②危機管理に対する責任体制を
明確にし、大学としての実行体制を
取る。

②-②緊急時には、大学組織体制に
基づいた責任体制のもと、縦横の連
携を緊密にとって対処する。

➀－➁本学の職務規程や業務命
令等を学生や教職員が遵守する
よう自己啓発運動や点検・責任
体制を整備する。

①-②大学の職務規範に基づいたコ
ンプライアンス遵守を徹底する。

①-②学則等の遵守、命令系統と責
任体制を明確にする。


